
仕 様 書 

 

1.業務名 

山口情報芸術センター シネマプロジェクター購入事業 

2.履行期間 

契約締結後の翌日から令和７年１２月２６日まで 

3.履行場所 

山口県山口市中園町 7−7 山口情報芸術センター内スタジオ C 

4.業務内容 

①シネマ DLPプロジェクター等の納品・設置 

上記履行場所において、シネマ DLPプロジェクター等の設置を行うこと。 

設置を行う機器に関しては以下の通りとする。 

機器名称 台数 機器仕様・条件 

シネマ DLPプロジェクター 

 

 

１台 ・DCI規格の映像素材を上映できること 

・解像度 2K（2048×1080）以上であるこ

と  
・レーザー光源タイプであること 
・光出力 6,000lm以上であること 

・冷却システム一体型で排気ダクトが不要

であること 

・統合型シネマプロセッサーとメディアサ

ーバーをプロジェクター本体に組み込むこ

とができること 
・ハイフレームレート対応プロジェクター

であること 
・汚れによるフィルター交換の必要のない

こと 

 

【参考型番】バルコ SP2K-7S 

シネマ DLPプロジェクターレンズ １台 投影距離：16m 
スクリーンサイズ：幅 4.25m×高さ 2.27m 
に投影できるレンズに限る 

デジタルシネマプロセッサー及び 

デジタルシネマサーバー 
１台 ・プロジェクター本体に組み込むことがで

きること 

・容量が２ＴＢ以上のＨＤＤまたはＳＳＤ

を３枚組みこむこと 
・映像素材をインジェストする際の USB規

格が USB3.0であること 

 

【参考型番】バルコ ICMP-X 

操作専用ノートパソコン １台 ・OSが windows11であること 

 

 ②現在設置されているプロジェクター等の引き取り 

  現行機の型番：プロジェクター：バルコ DP-2K15C  

シネマサーバー：doremi ShowVault 2K/IMB 



 

 ③設置後のメンテナンスの実施及び緊急時対応 

納品後、運用時に上記納品物に故障や不具合が発生した場合、連絡した当日または翌

日中に対処を行うこと（メンテナンスや緊急時対応に係る経費は本件購入事業の見積り

に含まない）。 

 

5.法令等の遵守 

受託者は本業務の履行にあたり、関係法令を遵守すること。 

6.作業体制 

受託者の責任において、適性な作業の進捗を図るとともに、適切に人員を配置し、 

作業の安全に努めること。 

7.損害賠償及び補償 

受託者は作業中に他の施設に損害を与えたときは、直ちに担当職員に報告し、速やか

に受託者の責任において原形復旧しなければならない。 

受託者は注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えたときは、その復旧及び 

賠償の全責任を負うものとする。 

8.その他 

受託者は本仕様に明示していない事項で、設置工事上当然必要なものについては、 

受託者の負担において処理すること。 

本仕様書に疑義が生じた場合、その都度担当職員と協議するものとする。 


